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65 歳以上の方へ
令和３年度　安平町介護保険料のお知らせ

　安平町に納めていただく 65 歳以上の方の令和３年度の保険料についてお知らせします。
　介護保険料は、40 歳以上の方全員が被保険者となり、介護が必要となったとき、みんなで介護を
支えるために納めるものです。なお、40 歳から 64 歳以下の方は、現在加入されている健康保険等
の医療保険の保険料と併せて介護保険料が徴収されますので、現在加入している健康保険等にお問
い合わせください。

保険料の決め方
　65 歳以上の方の保険料については、前年の本人および世帯の課税や所得の状況に応じて９段階に
分けられています。
※令和３年度は３年に１度の介護保険料の見直しの年にあたりますが、今回介護保険料の改定はあ
　りません。

保険料段階 対象者
介護保険料

（上段：年額、
下段：月額）

第１段階

生活保護受給者
世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者
世帯全員が住民税非課税で前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80 万円以下の方

18,720 円
1,560 円

第２段階
世帯全員が住民税非課税で前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80 万円を超え、120 万円以下の方

31,200 円
2,600 円

第３段階
世帯全員が住民税非課税で前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
120 万円を超えた方

43,680 円
3,640 円

第４段階
住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方

56,160 円
4,680 円

第５段階
（基準額）

本人が住民税非課税で世帯に住民税が課税されている世帯員がいる方
62,400 円
5,200 円

第６段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円未満の方
74,880 円
6,240 円

第７段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方
81,120 円
6,760 円

第８段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方
93,600 円
7,800 円

第９段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 320 万円以上の方
106,080 円

8,840 円
※第１段階から第３段階の保険料は低所得者軽減後の保険料となります。
※この保険料段階に基づく令和３年度の介護保険料を納付書でお支払いの方には、６月に納付書を
　送付させていただきました。年金から天引きされている方には 10 月に個別に通知させていただ
　きます。
保険料の納め方
・特別徴収の方（年金から天引きされている方）
　年金の支払い（年６回）の際にあらかじめ差し引かれます。
・普通徴収の方
　６月中に町から送付する納付書で納めていただきます。納期内の納付にご協力をお願いします。
　納期内に納付が困難な場合は分割納付も可能ですのでご相談ください（納入期限は次のとおり）。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
安平町介護保険第１号被保険者の皆様へ

【令和３年度　介護保険料の納入期限】
期別 普通徴収（納付書の方）の納入期限 期別 普通徴収（納付書の方）の納入期限
１期 ６月 30 日㈬ ３期 11 月１日㈪
２期 ８月 31 日㈫ ４期 12 月 28 日㈫

問合せ　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙ 7072

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した第１号被保険者の方および生計維持者
の収入が減少した世帯に属する第１号被保険者の方で次の要件に該当する場合は、介護保険料が減
免となります。
要件（①②のいずれかに該当する方）　
　①感染症により、生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第１号被保険者の方
　②感染症により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入などの減少が
　　見込まれる世帯に属する第１号被保険者の方
　※②に該当する場合は、次のⅰおよびⅱに該当すること。
　　ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の 10 分の３であること。
　　ⅱ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得額が 400 万円以下であるこ
　　　 と。
減免額　①に該当する方　全額免除
　　　　②に該当する方　一部免除（対象保険料額に減免割合をかけた金額）

②に該当する方の減免額算定基準
　・対象保険料額＝ A × B ／ C
　　A：当該第１号被保険者の保険料額
　　B：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
　　C：主たる生計維持者の前年の合計所得金額
　・減免割合
　　C が 200 万円以下の場合…10 ／ 10
　　C が 200 万円超の場合　… ８ ／ 10
　※事業の廃止や失業の場合は、前年の所得にかかわらず対象期間の保険料が全額
　　免除となります。

申請方法　介護保険料減免・徴収猶予申請書に下記の添付書類を添えて提出してください。
　　　　　　①に該当する方　医師の診断書等の写し
　　　　　　②に該当する方　収入の減少を証明できるもの（令和３年２月以降の収入を証明する
　　　　　　　　　　　　　　書類と比較できる前年の収入を証明する書類。例：給与明細書、事
　　　　　　　　　　　　　　業収入など）
減免となる保険料の対象期間　令和２年２月１日から令和４年３月 31 日までの間に納付期限が設
　　　　　　　　　　　　　　定されている保険料
徴収済みの保険料について　対象期間の保険料で徴収済みのものは、保険料の再計算を行った後、
　　　　　　　　　　　　　お返しいたします。
申請先・問合せ　健康福祉課国保・介護グループ　☎㉙ 7072

終了
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「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）」についてのお知らせ

　この度、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯等への負担の
増加や収入の減少に対する支援を行うため、次のとおり給付金を支給します。
支給対象者
　町民税均等割が非課税で、平成 15 年４月２日以降に生まれたお子さん（平成 13 年４月２日以降
に生まれた特別児童扶養手当の対象児童になっているお子さん）を養育している方で、以下の所得
要件のいずれかに該当する方であり、かつ以下の養育要件のいずれかに該当する方。
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」の支給を受け
　た方は、本給付金の対象外です。
※「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」の支給を受け
　ていない方で、本給付金の対象となる場合もありますので、ご相談ください。
　・所得要件
　　①令和３年度の町民税均等割が「非課税」の方
　　②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなどの理由により、令和３年中の
　　　収入が町民税均等割非課税世帯と同じ水準となっていると認められる方　
　・養育要件
　　ア　令和３年４月分の児童手当受給者（公務員以外）
　　イ　令和３年４月分の児童手当受給者（公務員）
　　ウ　令和３年４月分の特別児童扶養手当受給者
　　エ　新規児童手当受給者（公務員以外）
　　　　※令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの月の分の児童手当について、出生によ
　　　　　り新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
　　オ　新規児童手当受給者（公務員）
　　　　※令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの月の分の児童手当について、出生によ
　　　　　り新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
　　カ　新規特別児童扶養手当受給者
　　　　※令和３年５月から令和４年３月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、
　　　　　新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
　　キ　その他の対象児童の養育者
　　　　※上記ア～カには該当しないが、令和３年３月 31 日時点で、その他の対象児童（平成 15
　　　　　年４月２日から平成 18 年４月１日までの児童）を養育している方
給付額
　対象児童１人あたり一律５万円
申請手続き
１．所得要件①に該当し、養育要件のア・ウのいずれかに該当する方
　　⇒申請不要です。
　　令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座へ令和３年７月 15 日
　　に振り込んでいます。
２．所得要件①に該当し、養育要件のエ・カのいずれかに該当する方
　　⇒申請不要です。
　　新規または増額の申請後、令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している
　　口座へ振り込みます。　
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３．所得要件①に該当し、養育要件のイ・オ・キのいずれかに該当する方
　　⇒申請が必要となりますので、下記窓口にて申請手続きをお願いします。
　・申請先
　　　健康福祉課福祉グループまたは住民サービス課住民サービスグループ
　・必要書類
　　　申請者の本人確認書類の写し（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）、受取口座
　　　を確認できる通帳やキャッシュカードの写し
４．所得要件②に該当し、養育要件ア～キのいずれかに該当する方
　　⇒申請が必要となりますので、下記窓口にて申請手続きをお願いします。
　・申請先
　　　健康福祉課福祉グループまたは住民サービス課住民サービスグループ
　・必要書類
　　　申請者の本人確認書類の写し（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等）、受取口座
　　　を確認できる通帳やキャッシュカードの写し、収入がわかる給与明細書、年金受給者の方は
　　　年金振込通知書等
　※所得要件②の該当基準
　　申請者および配偶者等の収入の高い方について、令和３年１月以降の任意のひと月分の収入（給
　与収入、事業収入、不動産収入、年金収入のうち、収入があったもの全て）を 12 倍した額を年
　間収入見込み額とし、下表の町民税非課税相当限度額における収入限度額以内かどうかを判定し
　ます。収入見込み額が収入限度額以上であった場合、所得限度額以内かどうかを判定します。

【町民税非課税相当限度額算定表】

申請期間　７月 20 日㈫～令和４年２月 28 日㈪
問 合 せ　健康福祉課福祉グループ　☎㉙ 7071

世帯の人数 家族構成の例 収入限度額 月額の目安（総支給） 所得限度額

２人 父（母）+ 子１人 1,378,000 円 114,800 円以内 828,000 円

３人 父母 + 子１人 1,680,000 円 140,000 円以内 1,108,000 円

４人 父母 + 子２人 2,097,000 円 174,700 円以内 1,388,000 円

５人 父母 + 子３人 2,497,000 円 208,000 円以内 1,668,000 円

６人 父母 + 子４人 2,897,000 円 241,400 円以内 1,948,000 円

７人 父母 + 子５人 3,297,000 円 274,700 円以内 2,228,000 円

８人 父母 + 子６人 3,685,000 円 307,000 円以内 2,508,000 円

９人 父母 + 子７人 4,035,000 円 336,200 円以内 2,788,000 円

10 人 父母 + 子８人 4,385,000 円 365,400 円以内 3,068,000 円
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各種計画（案）等に関する意見募集
　町では、まちづくり基本条例の理念に沿って、より町民の皆さんが意見を提出しやすい参画形態
となるよう、工夫をしながら町民参画に取り組むことに努めています。次の通り各種計画（案）等
について、パブリック・コメント手続きを実施しますので、お気づきの点やご意見をお寄せください。

　意見募集の対象
　　①安平町過疎地域持続的発展市町村計画（素案）について
　　　本計画は、過疎地域の持続的発展に関する特別措置法（令和３年４月１日施行）に基づく過
　　疎地域の指定に伴い、過疎からの自立と地域の持続的発展の実現のために策定するものです。
　　　本計画では、令和３～７年度までの５年間を計画期間として、財政上の優遇措置を活用する
　　ため、各種事業や取り組みを掲げています。
　　②千歳・苫小牧地方拠点都市地域基本計画の変更（案）について
　　　本計画は、地域社会の中心となる地方都市（苫小牧市、千歳市）と周辺の市町村（安平町ほ
　　か３市町）からなる地方拠点都市地域の都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を
　　促進し、地方の自立的な成長を促すことを目的とした計画です。この度の変更は、安平町早来
　　北進地区（ときわ公園周辺）における遊休施設等の民間活用を見据えた区域の拡張を行うもの
　　です。

　公開する資料と閲覧方法等
　　①公開する資料　
　　　各種計画（案）および概要資料等
　　②資料の閲覧方法
　　　・政策推進課政策推進グループおよび住民サービス課（総合支所）で閲覧できます。
　　　・町ホームページに掲載しています。ご覧になれない方は、政策推進課政策推進グループま
　　　　でご連絡ください。郵送などでお届けします。

　意見の提出方法および場所
　　備え付けの提案書（意見記入票）をご利用ください。提案書（意見記入票）と同様の項目を記
　述している場合は、任意による書面で構いません。提出方法は、「持参」「郵送」「ファクシミリ」「電
　子メール」のいずれかで提出をお願いします。持参の場合は、総合庁舎（政策推進課）・総合支所（住
　民サービス課）へ提出してください。
　　①持参の場合　政策推進課（総合庁舎）、住民サービス課（総合支所）へ提出してください。
　　②郵送の場合　〒 059‒1595　安平町早来大町 95 番地　
　　　　　　　　　安平町役場　政策推進課政策推進グループ
　　③ファクシミリの場合　提案書を政策推進課（℻ ㉒ 2026）まで送信してください。
　　④電子メールの場合　提案書を添付またはメール本文等に入力し送信してください。
　　　　　　　　　　　　kikaku@town.abira.lg.jp　
　　※正確な意見内容を把握したいため、お電話による意見は受け付けておりません。

　募集期間
　　７月 16 日㈮～８月５日㈭ 17 時 15 分まで

　対象者
　　①町内に居住または通勤・通学している方
　　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
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　公表および応答　　
　　意見集約後、寄せられた意見と町の考え方について、総合庁舎および総合支所（窓口）、町ホー
　ムページで公表します。

　その他
　　提案内容について、詳しくお聞きする場合や協議した結果をお知らせする時のため、住所・お
　名前・ご連絡先を必ず記載してください。
問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎㉒ 2751

下水道工事に伴う交通規制のお知らせ（安平地区）
　下水道工事の実施に伴い、片側交互通行および通行止めを行いますので、付近を通行される際は
現場の指示に従ってください。
　工事期間中は何かとご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
規制場所　安平 559 番地１地先から安平 570 番地１地先まで
　　　　　　※町道　中山通り
工事期間　 9 月 30 日㈭まで
施工業者　瀧本産業株式会社

問 合 せ　水道課下水道グループ　☎㉒ 2730

Facebook YouTube┏ ┓

┗ ┛

び ら の ま ち の 様 子 を 、
SNSで発信しています。あ

Facebook ではまちの取り組みや事業などを、
YouTube ではあびらチャンネルで放送した過
去の動画などをご覧いただくことができます。

安平地区
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安平町墓地条例の一部改正（案）に関する意見募集
　令和３年 10 月に供用開始を予定している安平町共同墓の所在地や名称、共同墓へ埋蔵する使用
要件などを定めるため、安平町墓地条例の一部改正を行う予定です。つきましては、安平町墓地条
例の一部改正（案）について、パブリック・コメント手続きを実施しますので、お気づきの点やご
意見をお寄せください。

　意見募集の対象　
　　安平町墓地条例の一部改正（案）

　公開する資料と閲覧方法等
　　①公開する資料　　
　　　ア．安平町墓地条例の一部改正（案）の概要について
　　　イ．安平町墓地条例の一部改正する条例（案）新旧対照表
　　②資料の閲覧方法
　　　・税務住民課住民生活グループ（総合庁舎）および住民サービス課住民サービスグループ
　　　　（総合支所）で閲覧できます。
　　　・町ホームページに掲載しています。ご覧になれない方は、税務住民課住民生活グループま
　　　　でご連絡ください。郵送などでお届けします。

　意見の提出方法および場所
　　備え付けの提案書（意見記入票）をご利用ください。提案書（意見記入票）と同様の項目を記
　述している場合は、任意による書面で構いません。
　　①持参の場合：税務住民課（総合庁舎）、住民サービス課（総合支所）へ提出してください。
　　②郵送の場合：〒 059‒1595　安平町早来大町 95 番地
　　　　　　　　　安平町役場　税務住民課住民生活グループ
　　③ファクシミリの場合：提案書を税務住民課（℻ ㉒ 3883）まで送信してください。
　　④電子メールの場合：提案書を添付またはメール本文等に入力し送信してください。
　　　　　　　　　　　　税務住民課住民生活グループ：k-eisei@town.abira.lg.jp
　　※正確な意見内容を把握したいため、お電話による意見は受け付けしません。

　募集期間　
　　７月 20 日㈫～８月 13 日㈮ 17 時 15 分まで

　対象者
　　①町内に居住または通勤・通学している方
　　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体

　公表および応答　　
　　意見集約後、寄せられた意見と町の考え方について、総合庁舎および総合支所（窓口）、町ホー
　ムページで公表します。

　その他　
　　提案内容について、詳しくお聞きする場合や協議した結果をお知らせする時のため、住所・お
　名前・ご連絡先を必ず記載してください。
問合せ　税務住民課住民生活グループ　☎㉒ 2940
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安平町職員（一般事務職員）を募集します
　令和４年４月１日採用予定の安平町職員 ( 一般事務職員 ) を次のとおり募集します。

募集内容
　募集職種　一般事務職員
　募集予定人員　若干名

資格要件、試験の日程および試験内容等
　①独自試験（大卒者、高卒者）
　　年齢および資格要件　大卒者　平成４年４月２日以降に出生し、学校教育法に基づく大学（短
　　　　　　　　　　　　　　　　大を除く）を卒業した方、または来春卒業見込みの方
　　　　　　　　　　　　高卒者　平成４年４月２日以降に出生し、学校教育法に基づく高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　を卒業した方
　　試験期日　９月５日㈰
　　試験内容　大卒者　教養試験、論文試験、適性検査
　　　　　　　高卒者　教養試験、作文試験、適性試験、適性検査
　　試験会場　総合庁舎　時間等については応募者へ別途通知します
　②町村会合同試験（大卒者のみ）
　　年齢および資格要件　大卒者　平成４年４月２日以降に出生し、学校教育法に基づく大学（短
　　　　　　　　　　　　　　　　大を除く）を卒業した方、または来春卒業見込みの方
　　試験期日　９月 19 日㈰
　　試験内容　教養試験、論文試験、適性検査
　　試験会場　室蘭市中小企業センター（室蘭市東町４丁目 29 番１号　☎ 0143 ㊸ 3619）
　　　　　　　時間等については応募者へ別途通知します
　※採用後、安平町内に居住することが条件となります。
　※普通自動車運転免許を保有している方、または採用日までに取得見込みの方
　※地方公務員法に規定する欠格条件に該当する方は、試験を受けることができませんのでご注意
　　ください（詳細につきましては、総務課総務グループへお問い合わせください）。

受験手続きについて
　応募方法　次の書類を添えて応募してください。
　　①受験申込書（最近６か月以内に帽子を被っていない上半身を写したもので、本人であると確
　　　認できる写真（縦４cm・横３cm）を申込書に貼ること）
　　②卒業証明書または卒業証書の写しもしくは卒業見込証明書
　　③履歴書（町指定の様式を使用し、受験申込書同様、写真を貼ること）
　　④各種資格免許証の写し
　　⑤職務経歴書（職歴のある方）※任意の様式（Ａ４版）
　　⑥返信用封筒（長形３号封筒に住所、氏名を記入し、84 円切手を貼ること）
　※受験申込書・履歴書は、総務課総務グループに直接請求するか、町ホームページからダウンロー
　　ドしてください（URL　https://www.town.abira.lg.jp）。
　受付期間　７月１日㈭～８月２日㈪
　　　　　　・直接役場に持参する場合は、８時 30 分から 17 時 15 分までの平日に限り受け付け
　　　　　　・郵送する場合は、８月２日㈪の消印まで有効

問合せ　総務課総務グループ　☎㉒ 2511
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　　８月のカラダ測定会　17日（第３火曜日）13時～16時
　　　　　　　　　　　　　※体組成測定と作業療法士による診断を受けられます！
　　８月の休館日　　　　24日（第４火曜日）
　　問合せ　　　　　　　ぬくもりの湯　☎ ㉕2968（営業時間11時～22時）

　ぬくもりの湯に来館される皆様には、感染症予防のため
「マスクの着用」「手指消毒」「来館時の体温測定」をお願
いしています。体調不良の方はご来館を控えていただくな
ど、引き続きご理解・ご協力をお願いします。
※８月は 10 日（第２火曜日）も営業します！ぜひご利用
　ください！

北海道障害者職業能力開発校
　令和３年度の訓練生を募集します

　北海道障害者職業能力開発校では、しょうがいをお持ちの求職者を対象として、10 月から６か
月間の建築デザイン科訓練生を募集します。詳細は北海道障害者職業能力開発校または最寄りのハ
ローワークへお問い合わせください。
願書受付期間　７月 26 日㈪～８月 20 日㈮　
選 考 試 験 日　９月 10 日㈮
選考試験会場　北海道障害者職業能力開発校（砂川市焼山 60 番地）
選考試験内容　数学、国語、面接
問 合 せ　北海道障害者職業能力開発校　☎ 0125 � 2774　℻ 0125 � 9177

・～８月７日㈯　七夕イベント
　①エントランスホールに短冊を設置しています。
　②期間中の土日、くじを引いてあたりが出たら「ぬくもりの湯スタンプ」が２倍、３倍に！
　③７月 22 日（木・祝）～ 25 日㈰は、アサヒメロン、カマンベールチーズ、菜の花油など
　　安平町の特産品が当たる抽選会を行います！
・８月 11 日㈬～ 12 日㈭　夏祭り
　アサヒメロン、カマンベールチーズ、菜の花油など安平町の特産品が当たる千本引きを行い
ます！８月 12 日まで配布している抽選補助券３枚で１回引くことができます。１回 200 円の
千本引きコーナーも用意してお待ちしています。
・８月 10 日㈫～ 15 日㈰　夏祭り
　軽食コーナーで販売しているソフトクリーム、かき氷を 50 円引きで提供します！

安平・厚真行政事務組合からのお知らせ
じん芥処理場内の舗装工事について
　じん芥処理場内の舗装工事を９月 30 日㈭まで行います。工事に伴い、自己搬入時は係員の指示
に従いゆっくりと前進していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ　安平・厚真行政事務組合　☎㉒ 3151
　　　　税務住民課住民生活グループ　☎㉒ 2940
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　８月２日㈪～８月 16 日㈪

案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日、祝日を除く）
　申込受付期間：８月２日㈪～８月 16 日㈪　８時 30 分～ 17 時 15 分

受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課（総合支所）

必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、世帯全員の住民票の写し、
世帯全員が市町村民税を滞納していないことの証明書の写し、マイナンバーカード（個人番号カー
ド）または通知カード

抽選日時・場所
　募集住宅に対し重複した場合は下記日程で抽選を行います。抽選場所は地区によって異なります。
　早来地区分　８月 18 日㈬　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　８月 18 日㈬　13 時 30 分～総合支所

募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、早来北町公営住宅、遠
　　　　　　浅駅前公営住宅、早来あけぼの公営住宅、安平駅前公営住宅、早来あけぼの特定公共
　　　　　　賃貸住宅
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅、追分若草地域優良賃貸住宅（新築）
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅

その他
　・令和３年９月１日より契約、15 日以内に入居可能な方に限ります。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516

　　　　【広報笑顔（スマイル）】
　　　　発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059‒1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　https://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　

暮らしの困りごとの相談に行政相談委員が応じます
　年金の手続や制度について知りたいこと、借金や遺産相続について相談したいなど、あなたの暮
らしの困りごとをお気軽にご相談ください。
　相談は無料。秘密は守ります。行政相談委員の自宅または電話で常時相談に応じます。
　総務省行政相談委員　早来地区　水野　佐 氏　☎㉒3518　　
　　　　　　　　　　　追分地区　平野秀樹 氏　☎㉕2774
　問合せ　総務課総務グループ　☎㉒2511
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地域安全ニュース 令和 3 年７月 20 日発行
令和３年度第４号
安平町防犯協会

夏 休 み を 楽 し く 過 ご す た め に ！夏 休 み を 楽 し く 過 ご す た め に ！
　学校では、もうすぐ夏休みに入ります。昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により「地
域のイベントが開催されない」「不要不急の外出に自粛が求めらていれる」など例年と違った夏休み
となります。安全で楽しく充実した夏休みにするためにも、子どもたちに規則正しい生活を送らせる
とともに、「善・悪」の区別をしっかり身につけさせ、規範意識を育てましょう。

緊急連絡の方法を確認！
　夏は日が長いため、遊びに夢中になり約束の帰宅時間を過ぎるという
こともあるかもしれません。安平町は 18 時に防災無線でチャイムを鳴
らし、子どもの帰宅を促しています。「誰と」「どこで」「何をして」遊び、

「何時に帰ってくるか」を確認する習慣をつけ、何かあった場合の緊急連
絡先をしっかりと確認し合いましょう。

夏は痴漢などのわいせつ犯が増える！
　夏はどうしても軽装となり、肌の露出も増えるため、猥褻目的の犯罪が増える傾向にあります。
子どもだけで遊びに出かける場合には、あまり肌や下着の露出が多くなってしまう服装を避けるよ
うに注意してください。

スマホや PC にはフィルタリングを！
　夏休み期間中はスマートフォンやパソコンの使用時間が長くなるため、有害サイトや無料通話ア
プリを通じて、子どもたちがサイバートラブルに巻き込まれるケースが多くなります。フィルタリ
ングは、特定のサイトへのアクセスを制限するサービスですが「不便」「友達から仲間はずれになる」
などの言葉を聞いて解除するケースが多々あるようです。子どもたちをサイバートラブルから未然
に守るためにもフィルタリング設定は、子どもの性格や成長度合いに合わせて必ず保護者が設定し
ましょう。また、ウイルスなどのトラブルに備えて念のためブラウザなどは最新バージョンへ更新
しましょう。

困った時には相談窓口へ！
・お近くの駐在所、苫小牧警察署　・北海道警察本部相談センター 　☎ 011-241-9110
・少年相談 110 番　☎ 0120-677-110　・24 時間子供 SOS ダイヤル　☎ 0120-0-78310　
・子どもの人権 110 番　☎ 0120-007-110　・子ども相談支援センター☎ 0120-3882-56

安安全で全で平平和な和な町町づくりを！
づくりを！

■防犯協会の活動

・新型コロナウイルス感染拡大予防対策により、令和３年度安平町防犯協会総会は書面により開催
しました。昨年度の活動報告、収支決算および今年度の活動内容などを確認していただき承認をい
ただきました。

不審者や不審車両を見かけたら警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！
　苫小牧警察署☎ 0144㉟ 0110　　　　　追分駐在所☎㉕ 2003

安平駐在所☎㉓ 2339　　　　　早来駐在所☎㉒ 2030
遠浅駐在所☎㉒ 2211　　　　　役場総務課☎㉒ 2511


